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厚生労働科学研究費補助金（認知症政策研究事業） 

統括・分担研究報告書 

 
若年性認知症の病態・支援等に関する実態把握と適切な治療及び支援につなぐプロセスの

構築に資する研究 （23GB1002） 
 
研究代表者 鷲見幸彦 認知症介護研究・研修大府センター センター長 

【研究要旨】 

研究目的： 

 本研究では若年性認知症のステージに応じた医療提供、支援体制に関する実態調査を

行い、切れ目のない支援体制の構築につながるデータを提供する。これらのテータに基

づく提言を行い、患者・家族のステージとニーズに応じた情報を提供する。 

研究結果：医療面においては研究分担者の武田は全国の認知症疾患医療センターを中心

に調査と診断後支援に関する調査を行った。抗アミロイドβ抗体治療に関しては進みつ

つあるものの、いくつかの阻害因子も指摘された。また適用でなかった対象への支援が不

十分であった。研究分担者の粟田は過去の調査、武田の調査の結果も踏まえ、「認知症疾

患医療センターにおける若年性認知症診断後支援ガイド」を作成公開した。研究分担者の

齊藤は全国の 10 事業所を 3 次調査の対象として、管理者、支援 Co）、本人、介護家族に

対しヒアリング調査を行った。管理者から他の資源との連携強化が、本人からは認知機能

が低下しても「社会の役に立ちたい」「働きたい」という強い意欲が確認された。また介

護者からは将来の生活に対する強い不安と、早期からの情報共有と先を見据えた支援体

制が強く求められていた。また研究代表者と協働して若年性認知症支援ガイドブックの

改訂：作成をおこなった。主な改訂点として、診断後支援や就労支援、相談窓口の役割等

を新たに章立てし、統計データも最新版へ更新している。研究分担者表は企業、本人家族

に対して調査を行い、企業の規模別の支援体制，及び就労継続が可能と回答した企業の理

由について分析を行った。また，本人及び家族の経済状況に関する分析を行った。若年性

認知症の症状に関しては中小企業の 40-50%が大企業では 70%が知っていると回答してい

た。就労継続が可能と考える企業は，人事管理が可能で，就労は企業にとって有益である

と考えていた。本人家族の調査では本人が「就労していた」のは 66.0％、「家計が減った」

75.9％のうち家計が苦しいと回答した者は 63.6％であった。研究分担者李は全国の就労

継続支援事業所、認知症地域支援推進員、若年性認知症支援コーディネーターを通じて本

人・家族の情報収集に関する質問紙調査を実施した。情報検索は全項目で 6 割以上に認

められ、特に症状・進行や治療に関する情報が多かった。医療に関する情報は診断前後に

多く収集され、介護や経済支援、就労関連の情報は診断後から進行後に多く求められてい

た。多変量解析では、経済的不安は就労関連情報の検索、社会参加の不足は社会資源に関

する情報検索と有意に関連していた。質的分析では、診断初期には制度や相談先に関する

基礎的情報の不足がみられ、現在は生活支援やケア方法に関する具体的ニーズが中心で
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あった。 

考察と結論：抗 Aβ抗体療法を受けている者や適応とならなかった者に対して、特に若年

性認知症に必要と考えられる就労支援や福祉的就労に関する支援はあまり行われていな

かった。若年者に経済的負担が大きいこと、遺伝カウンセリングを実施する医療機関が分

からないといった若年性認知症に関係する課題も示された。 

粟田：わが国最初の認知症疾患医療センターにおける若年性認知症の診断後支援ガイド

を作成した。本ガイドの目的は、「認知症疾患医療センターに勤務する職員（医師、看護

師、相談員等）が、若年性認知症の診断後に認知症疾患医療センターにおいてどのような

診断後支援を行うべきか、認知症疾患医療センターを利用する認知症の本人や家族等が、

認知症疾患医療センターにおいてどのような診断後支援を受けることができるかを、簡

便に知ることができるようにすること」を目的とした。 

齊藤：診断初期からの専門職による作業内容のマッチングと段階的な導入が、本人・家族

の混乱を防ぐ緩衝材として機能している。若年性認知症支援ガイドブック令和 7 年度版

は HP 掲載や各自治体への配付を通じ、地域全体への周知と活用を図った。 

表：就労継続が可能と考える企業は，人事管理が可能で，就労は企業にとって有益である

と考えていた。従業員に症状がみられた際に適切な支援が可能となるよう，予備的知識を

得る研修実施が課題である。また，本人及び家族については，各機関・専門職が連携し，

患者とその家族が壮年期の生活を可能な限り持続できるよう，総合的な支援体制の構築

が必要であると考える。 

李：若年性認知症の情報ニーズは医療や経済的支援を中心に多岐にわたり、家族は介護や

支援体制に関する情報をより求める傾向がみられた。情報ニーズは診断初期の基礎的情

報の不足から、生活支援やケアに関する具体的ニーズへと段階的に変化していた。また、

経済的不安や社会参加の制約が強いほど関連情報を求める傾向があり、個別状況に応じ

た情報提供の必要性が示唆された。 

鷲見：インフォーマルサービスマップを作成し若年性認知症コールセンターHP にアップ

した。インフォーマルサービスマップは今回完成ではなく今後も新たな情報の追加が必

須である。 

研究分担者 

 武田章敬 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター もの忘れセンター長 

 粟田主一 社会福祉法人浴風会・認知症介護研究・研修東京センター センター長 

 齊藤千晶 社会福祉法人仁至会・認知症介護研究・研修大府センター 主任研究主幹 

 表 志津子 国立大学法人 金沢大学医薬保健研究域保健学系 教授 

 李 相侖 社会福祉法人仁至会・認知症介護研究・研修大府センター 研究部長 
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研究目的 
 若年性認知症は 65歳未満で発症する認
知症の総称で、2017 年の調査では全国に
おける若年性認知症者数は、3.57 万人と
推計されている。この年代で発症すること
による医療上、介護上の特性や課題が存在
する。医療上は発見、診断の遅れ、初診後
の支援体制の不備があげられる。発見・診
断の遅れや社会資源の利用が進まない背
景には本人家族の診断への不安や受け入
れの困難さ、就労や家事育児の継続が困難
になることによる生活の破綻があり、経済
的、心理的な負担が大きい。認知症施策推
進大綱においてはワンストップで相談が
できる、若年性認知症支援コーディネータ
ー（以下支援コーディネーター）を全都道
府県、指定都市に設置し支援を進めており、
若年性認知症のステージに対応した診断
治療及び支援が適時適切に行われている
と考えられるが、その実態調査は十分でな
い。 
 本研究では若年性認知症のステージに
応じた医療提供、支援体制に関する実態調
査を行い、切れ目のない支援体制の構築に
つながるデータを提供する。これらのテー
タに基づく提言を行い、患者・家族のステ
ージとニーズに応じた情報を提供する。 
（研究代表者の分担研究）若年性認知症の
人は、高齢者向けのサービスが利用しにく
く、またご本人も参加をのぞまないといわ
れ、フォーマル、インフォーマルを問わず
サービス利用に困難を感じることが少な
くないといわれている。高齢者対象のイン
フォーマルサービスに関しては、情報を公
開している地方自治体もあり、比較的情報
が得られやすくなってきているが、若年性

認知症ご本人が利用できるインフォーマ
ルサービスに関する情報は少ないのが実
情である。そこで全国の若年性認知症の人
やご家族が利用しやすいインフォーマル
サービスの情報を集め、それを全国若年性
認知症コールセンターホームページで公
開することを目的に調査を実施した。 
研究方法 
鷲見：研究全体としては令和 7 年 6 月に
新しい調査票、研究分担者の所属変更等研
究計画書を修正し、社会福祉法人仁至会倫
理利益相反委員会に提出し承認を得た。ま
た班会議を令和 7 年 6 月 5 日、12 月 23
日、令和 8 年 2月 27 日に開催した。分担
研究では調査対象を若年性認知症支援コ
ーディネーターとし、 調査票を郵送及び
Webで送付した。調査時期は令和 7年 9月
に行った。調査項目としては過去に利用し
たことのあるインフォーマルサービス（①
認知症カフェ②ふれあいサロン③配食サ
ービス④見守りサービス⑤緊急時の支援
サービス⑥SOS ネットワーク⑦服薬確認
電話サービス⑧認知症サポーターやチー
ムオレンジによる⑨若年性認知症の集い
を主催している家族会⑩生活支援整備事
業⑪通いの場⑫その他）及びそのサービス
を利用した目的①情緒的支援②日常生活
支援 ③社会参加支援           ④情報
提供・相談支援 ⑤緊急時支援・安全確保 

⑥役割創出・自己実現支援⑦関係づくり支
援を選択しあわせてそのインフォーマル
サービスを選んだ理由を記載した。                

武田：認知症疾患医療センターにおける若
年性認知症診療・抗 Aβ抗体薬による治
療・診断後支援に関する調査票を作成し、
全国の認知症疾患医療センター509 ヶ所
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に送付し調査を行った。 
粟田：令和 6年度に作成した「診断後支援
ガイド骨子案」を叩き台にして「認知症疾
患医療センターにおける若年性認知症診
断後支援ガイド案」（以下、ガイド案）を
作成し、厚生労働科学研究班、若年性認知
症支援の専門家、若年性認知症の本人及び
家族に供覧し意見聴取を行った。また、認
知症疾患医療センターの相談員を対象に
フォーカス・グループ・インタビュー(FGI)

を行った。以上の内容を分析し、整理した
上で、ガイド案にその内容を反映させた
「認知症疾患医療センターにおける若年
性認知症診断後支援ガイド」（以下、ガイ
ド）を作成した。 
齊藤：令和 6 年度に実施した二次調査の
回答者 272 名のうち、障害福祉サービス
と介護保険サービスの併用利用経験があ
る等の条件を満たす 36 事業所を抽出し、
ヒアリング調査への協力を依頼した。その
結果、10 事業所を 3 次調査の対象として、
管理者 9 名、支援者（支援 Co）１名、若
年性認知症の利用者本人 6 名および利用
者の介護家族 2 名に対し、令和 7 年 8 月
5 日から 9 月 24 日までに Web または対
面により聞き取りを実施した。 
表：企業に対してはWeb調査にて，若年
性認知症に関する企業の研修や支援体制，
若年性認知症の従業員への対応（主治医と
の連携，職場内・外の支援，企業内の支援
体制や就労継続等）を調査した。本人家族
へは郵送調査にて，診断からサービス利用
までの期間に焦点をあて，受診に際しての
相談，主治医からの説明や相談支援，診断
後の経済状況の実態等を調査した。令和７
年度は，企業の規模別の支援体制，及び就

労継続が可能と回答した企業の理由につ
いて分析を行った。また，本人及び家族の
経済状況に関する分析を行った。 
李：全国の就労継続支援事業所、認知症地
域支援推進員、若年性認知症支援コーディ
ネーターを通じて質問紙調査を実施した。
調査内容は、困難、医療・介護・経済的支
援・社会資源等に関する情報検索経験、収
集時期、基本属性等とした。分析は記述統
計、χ²検定、ロジスティック回帰分析お
よび自由記述の質的分析を行った。 
（倫理面への配慮） 

令和 7 年 6 月に新しい調査票、研究分担
者の所属変更等研究計画書を修正し、社会
福祉法人仁至会倫理利益相反委員会に提
出し承認を得た。アンケート調査において
は同意欄を設け、同意のあるデータのみを
使用した。 
研究結果 
鷲見：回答数：全国の若年性認知症支援コ
ーディネーター 179人に送付し、108件
の回答を得た。（回答率 60.3％）インフ
ォーマルサービスの利用率は 95/103 件
で 92.2％が何らかの形で利用していた。
利用率の高い（70％以上と定義）インフォ
ーマルサービスは認知症カフェと若年性
認知症の集いを主催する家族会の紹介で
あり、利用率の低い（10％以下と定義）イ
ンフォーマルサービスは服薬確認電話サ
ービス運営事業所の紹介であった。 

武田：249 ヵ所の認知症疾患医療センター
から有効回答を得た。認知症疾患医療セン
ターの 33％で抗 Aβ抗体薬の初回投与可
能、35％で継続投与のみ可能という回答
であった。実際に抗 Aβ抗体薬の投与を行
った認知症疾患医療センターは 146 ヶ所



5 
 

（59％）、65 歳未満に投与したのは 82 ヶ
所（33％）であった。抗 Aβ抗体薬治療に
対応しない理由としては副作用への対応
が困難、実施している医療機関の利益が少
ない、MRI や PETなどの実施が困難、外
来点滴が困難等であった。抗 Aβ抗体治療
を行ってみての課題としては、通院の負担
や経済的負担が大きい、自施設の利益が少
ない、説明に時間と労力を要する、効果が
わかりにくい等であった。抗 Aβ抗体薬に
よる治療を行っている患者および抗 Aβ
抗体療法の対象とならない患者への支援
としては、本人・家族への情緒的支援や情
報的支援、介護保険サービスに関する支援
を行っていると回答した医療機関は多か
った一方で、就労支援や福祉的就労、障害
福祉サービスの利用に関する支援やリハ
ビリテーションを行っていると回答した
医療機関は少なかった。 
粟田：計 17 名の若年性認知症支援の専門
家（若年性認知症支援コーディネーター、
認知症疾患医療センター相談員等）、若年
性認知症の当事者（本人・家族等）から個
別に意見聴取を行った。また、そのうち、
認知症疾患医療センター相談員 5 名を対
象に FGI を実施した。聴取された内容は
表 1,2 を参照されたい。尚、意見聴取を行
った 17名の名簿はガイドの巻末に掲載し
た。作成したガイドは別添資料として掲載
した。 
齊藤：【管理者】疾患の進行に伴う作業内
容の再編や視覚化など、状態変化に応じた
動的な調整が通所継続に寄与している。一
方で、介助負担増や送迎、制度移行の壁な
ど事業所単独の支援には限界があり、専門
職間の連携強化が不可欠である。【本人】

認知機能が低下しても「社会の役に立ちた
い」「働きたい」という強い意欲が確認さ
れた。自身の強みや職歴を活かした役割を
得ることが自己肯定感の維持に直結して
おり、就労を通じた交流が喪失感を補う基
盤となっている。【家族】本人の急激な環
境変化や将来の生活に対する強い不安が
確認された。事業所への通所は家族のレス
パイトを保障し、介護負担を軽減する鍵と
なっており、早期からの情報共有と先を見
据えた支援体制が強く求められている。 
表：企業については 806 名を分析対象と
した。企業の規模別割合は，小企業4.8％，
中企業 87.2％，大企業 8.0％であった。若
年性認知症の症状は，小企業 41.0％，中企
業 49.2％，大企業 70.3％が知っていると
回答した。研修の実施予定は企業の規模に
関わらず 5％未満であった。就労継続が可
能と回答した企業は，就労継続について，
【人事管理可能】で【企業にとって有益】，
【解雇理由にならない】，【多様性のある職
場づくり】になる，【本人の生活維持を考
慮】，【就労継続の尊重】と思考していた。
本人及び家族の調査では，141 名を分析対
象とした。診断時の当時者の平均年齢は
58.3±5.2 歳，本人が「就労していた」の
は 66.0％であった。「家計が減った」75.9％
のうち家計が苦しいと回答した者は
63.6％であった。家計が減った理由は，診
断を受けた者の収入の減少 64.5％，次い
で医療費の増加 42.1％，通院費 31.8％で
あった。主な収入は，配偶者の収入71.0％，
本人の障害年金50.5%，本人の収入32.7％
であった。 
李：回収数は 219 件で、有効回答数は 148
件であった。回答者は本人が 26.1%、配偶
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者が 50.7%であった。困難として「認知症
の進行」「生活・経済的不安」「社会参加の
場の不足」が多く挙げられた。情報検索は
全項目で 6 割以上に認められ、特に症状・
進行や治療に関する情報が多かった。医療
に関する情報は診断前後に多く収集され、
介護や経済支援、就労関連の情報は診断後
から進行後に多く求められていた。多変量
解析では、経済的不安は就労関連情報の検
索、社会参加の不足は社会資源に関する情
報検索と有意に関連していた。質的分析で
は、診断初期には制度や相談先に関する基
礎的情報の不足がみられ、現在は生活支援
やケア方法に関する具体的ニーズが中心
であった。 
考察 
鷲見：今回期間内に回答をえられなかった
地域は２県であったが、インフォーマルサ
ービスが存在しない、まったく利用してい
ないとは考えにくく、今後別途収集する必
要がある。今回の結果は「若年性認知症の
人が利用できるインフォーマルサービス」
として認知症介護研究・研修大府センター
の若年性認知症コールセンターホームペ
ージにアップするが、現時点ではインフォ
ーマルサービスについては個々の情報を
開示するのではなく、各都道府県、指定都
市にどのようなサービスがあるかを列挙
する形で公表しているため、ご本人、ご家
族はあらためて支援コーディネーターに
問い合わせる必要がある。今後具体的なサ
ービス名、所在地、連絡先などの情報を得
て、情報を増やしていく。またインフォー
マルサービスはその存在が流動的な面が
あり、常に新しい情報に更新される必要が
ある。今回コーディネーターの側から情報

収集する仕組みを考えている。 

武田：認知症疾患医療センターを対象とし
たアンケート調査の結果、65 歳未満に抗
Aβ抗体薬を投与した医療機関は 33％で
あった。抗 Aβ抗体療法を受けている者や
適応とならなかった者に対して、特に若年
性認知症に必要と考えられる就労支援や
福祉的就労に関する支援はあまり行われ
ていなかった。自由記述の回答では抗 Aβ
抗体薬による治療ができる医療機関が偏
在していること、継続投与医療機関がみつ
かりにくいこと、初回導入医療機関と継続
投与医療機関との連携が困難であること
などがみられ、若年者に経済的負担が大き
いこと、遺伝カウンセリングを実施する医
療機関が分からないといった若年性認知
症に関係する課題も示された。 
粟田：：3年間にわたる厚生労働科学研究
において、全国の認知症疾患医療センター
の実態調査、国内外の文献レビュー、若年
性認知症診断後支援の専門家及び若年性
認知症当事者（本人、家族）からの意見聴
取を行い、わが国最初の認知症疾患医療セ
ンターにおける若年性認知症の診断後支
援ガイドを作成した。本ガイドの目的は、
「認知症疾患医療センターに勤務する職
員（医師、看護師、相談員等）が、若年性
認知症の診断後に認知症疾患医療センタ
ーにおいてどのような診断後支援を行う
べきか、認知症疾患医療センターを利用す
る認知症の本人や家族等が、認知症疾患医
療センターにおいてどのような診断後支
援を受けることができるかを、簡便に知る
ことができるようにすること」を目的とし
ている。 
齊藤：若年性認知症支援では、診断初期か
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らの専門職による作業内容のマッチング
と段階的な導入が、本人・家族の混乱を防
ぐ緩衝材として機能している。本人の職歴
や強みを活かした役割付与は、自己肯定感
の維持と社会的アイデンティティの再定
義に直結する。一方で、疾患の進行に伴う
介助負担の増大に対し、事業所が支援を抱
え込まず、外部機関と連携し「ケア」を分
散・共有することが、就労継続と家族のレ
スパイトを両立させる鍵となる。ガイドブ
ックの改訂：作成にあたっては専門職や当
事者、家族等から広く意見を聴取し、専門
職の対応力向上を目指した。主な改訂点と
して、診断後支援や就労支援、相談窓口の
役割等を新たに章立てし、統計データも最
新版へ更新している。完成した令和 7 年
度版は HP 掲載や各自治体への配付を通
じ、地域全体への周知と活用を図った。 
表：就労継続が可能と考える企業は，人事
管理が可能で，就労は企業にとって有益で
あると考えていた。従業員に症状がみられ
た際に適切な支援が可能となるよう，予備
的知識を得る研修実施が課題である。また，
本人及び家族については，各機関・専門職
が連携し，患者とその家族が壮年期の生活
を可能な限り持続できるよう，総合的な支
援体制の構築が必要であると考える。 
李：若年性認知症の情報ニーズは医療や経
済的支援を中心に多岐にわたり、家族は介
護や支援体制に関する情報をより求める
傾向がみられた。情報ニーズは診断初期の
基礎的情報の不足から、生活支援やケアに
関する具体的ニーズへと段階的に変化し
ていた。また、経済的不安や社会参加の制
約が強いほど関連情報を求める傾向があ
り、個別状況に応じた情報提供の必要性が

示唆された。 

結論と今後の課題 
鷲見：倫理面で対応しつつ、3 回の班会議
を行い、成果物が得られた。 
インフォーマルサービスマップは今回完
成ではなく今後も新たな情報の追加が必
須である。 
武田：本調査によって認知症疾患医療セン
ターにおける抗 Aβ 抗体薬による治療の
実施状況や課題、若年性認知症への対応状
況や課題が明らかとなった。 
粟田：3年間にわたる厚生労働科学研究に
おいて、全国の認知症疾患医療センターの
実態調査、国内外の文献レビュー、若年性
認知症診断後支援の専門家及び若年性認
知症当事者（本人、家族）からの意見聴取
を行い、わが国最初の認知症疾患医療セン
ターにおける若年性認知症の診断後支援
ガイドを作成した。 

本ガイドの目的は、「認知症疾患医療セン
ターに勤務する職員（医師、看護師、相談
員等）が、若年性認知症の診断後に認知症
疾患医療センターにおいてどのような診
断後支援を行うべきか、認知症疾患医療セ
ンターを利用する認知症の本人や家族等
が、認知症疾患医療センターにおいてどの
ような診断後支援を受けることができる
かを、簡便に知ることができるようにする
こと」を目的としている。本ガイドを活用
して、認知症疾患医療センターにおける若
年性認知症の診断後支援の質をいかにし
て高め、均霑化させていくかが今後の課題
である。 
齊藤：疾患の進行性を見据えた段階的・柔
軟な支援体制と多機関連携 
若年性認知症は進行性疾患であるため、あ
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らかじめ変化を予測し、導入時の支援内容
を固定せず、状態変化を前提とした段階的
で柔軟な支援が求められる。本人の能力低
下に合わせた作業内容の再編や代償手段
の導入といった専門性を高めるとともに、
支援の限界（送迎支援、提供可能なケアの
範囲）やその内容、また制度移行に伴う利
用料の違いなどを本人・家族・事業所であ
らかじめ共有しておくことが、混乱を防ぎ
円滑な支援を行う上で重要である。さらに、
早期から地域包括支援センター等の協力
を仰ぎ、介護保険サービスの併用や移行が
円滑に進むよう、地域全体で支援体制を構
築することが求められる。 
本人の意思決定に基づいた移行期におけ
る環境調整と継続的支援 
退職や転職、あるいはサービスの切り替え
といった「人生の転換期」において、本人
が抱く強い喪失感や不安を低減させるた
めの心理的支援が不可欠である。単なる事
務的な手続きにとどまらず、本人が職業人
生で培ってきたスキルや強みを情報とし
て整理し、新たな活動の場において再定
義・活用できる体制を構築する必要がある。
本人のこれまでのキャリアを尊重し、環境
変化後も役割を持ち続けられるよう、診断
直後から一貫して寄り添う伴走型の支援
体制を地域全体で強化することが求めら
れる。 
持続可能な生活継続に資する多層的支援
ネットワークの構築と周知・啓発 
社会参加を物理的に支えるインフラとし
て、移動支援や送迎サービスの拡充、ITを
活用した見守りシステムの普及が急務で
ある。また、家族が抱く将来的な生活の場
への不安に対し、支援コーディネーター等

が早期から介入し、制度の隙間を埋める包
括的なプランニングを行う体制が必要で
ある。加えて、障害福祉と介護保険の円滑
な併用や世帯の経済的負担を考慮した制
度設計の検討とともに、これら支援策の周
知徹底と、専門職の対応力を底上げするた
めの継続的な研修体制の整備など、政策的
なアプローチによる持続可能な支援基盤
の構築が求められる。 
本研究を通じて B 型事業所は、若年性認
知症の人にとって単なる「福祉サービス」
ではなく、社会的なアイデンティティを維
持するための重要な拠点であることが再
確認された。今後は、支援コーディネータ
ーをハブとした関係機関が、本人の就労意
欲を尊重しつつ、進行を見据えた「切れ目
のない支援」をいかに提供できるかが問わ
れている。地域の連携網を、単なる制度・
支援の手続きとしてではなく、一人の人生
に伴走する「継続的な意思決定支援のプラ
ットフォーム」へと進化させていくことが、
支援の質を決定づける鍵となる。  
表：若年性認知症と診断された従業員への
支援体制は，企業の規模による違いはなか
った。就労継続が可能と考える企業は，人
事管理が可能で，就労は企業にとって有益
であると考えていた。実際に適切な支援が
可能となるよう，予備的知識を得る研修の
機会が必要である。 
経済状況において，家計が減った理由は，
診断を受けた者の収入の減少，次いで通院
医療費のであった。家計が苦しいと回答し
た世帯の主な収入は配偶者の収入や本人
の障害年金であった。 
各機関・専門職が連携し，患者とその家族
が壮年期の生活を可能な限り持続できる
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よう，総合的な支援体制が必要である 
李： 本研究の結果から若年性認知症本人・

家族の情報ニーズは高く、診断前後で求め

られる情報が異なることが示唆された。特

に、診断直後は病状の情報、診断後は生活

支援に関する具体的な情報が必要として

いた。今後は、継続的にアクセス可能な情

報提供体制の整備とともに、時期および立

場に応じた包括的支援の構築が求められ

る。 
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